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百
九
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九
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船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。
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日
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起
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船
損
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補
償
法
第
百
十
三
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項
の
申
出
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る
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業
協
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組
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仙
沼
市
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七
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仙
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仙
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加
入
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仙
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業
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組
合
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仙
沼
市
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二
十
五

気
仙
沼
市
唐
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町
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番
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鈴
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気
仙
沼
市
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哲

唐
桑
加
入
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城
県
漁
業
協
同
組
合
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桑
支
所

気
仙
沼
市
唐
桑
町
字
馬

場
百
七
十
六－

一

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
上
ノ

山
三
十
番
地
一

�

佐
々
木　

彦
正

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
崎
山

五
十
四
番
地
二

�

佐
々
木　

克
彦

北
上
町
十
三

浜
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
北
上
町
十

三
浜
支
所

石
巻
市
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上
町
十
三
浜

字
猪
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七
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四

石
巻
市
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石
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�
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河
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加
入
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城
県
漁
業
協
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河
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所
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巻
市
渡
波
字
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十
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二
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市
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泊
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石
巻
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四
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�
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号
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文
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市
万
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浦
渡
波
加
入
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船
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業
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町
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丁
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三

塩
竈
市
北
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丁
目
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号
　
　

株
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会
社
丸
要
漁
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部

�

代
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取
締
役　

佐
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秀

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
十
七
番

二
十
九
号

　

小
玉
漁
業
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限
会
社

�
代
表
取
締
役　
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祐
樹

大
塩
釜
加
入

区

塩
釜
地
区
機
船
漁
業
協
同
組
合

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目

十
三－

一

塩
竈
市
行
楽
十
一
番
二
十
号

�
佐
藤　

寛

多
賀
城
市
中
央
二
丁
目
二
十
四

番
十
六
号
（
フ
ァ
ミ
ー
ル
多
賀

大
塩
釜
加
入

区

宮
城
県
近
海
底
曳
網
漁
業
協
同
組

合

塩
竈
市
北
浜
町
一
丁
目

十
一－

十
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城
二
〇
六
号
）

�

藤
嶋　

司

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
清
水
田
浜
尾
崎
三
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
清
水
田
浜
尾
崎
三
三
番
一
地
先
ま
で

前

一
三
・
一
～

�

三
〇
・
三

�

八
一
・
六

後

二
〇
・
五
～
�
三
六
・
五

�

八
一
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
七
ヶ
浜
多
賀
城
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
東
宮
浜
字
一
本
松
一
番
六
地
先

か
ら

同
郡
同
町
東
宮
浜
字
一
本
松
四
番
一
地
先
ま
で

前

一
七
・
五
～

�

二
〇
・
〇

�

五
〇
・
〇

後

一
七
・
五
～

�

二
二
・
〇

�

五
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
七
ヶ
浜
多
賀
城
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
代
ケ
崎
浜
字
八
ケ
森
六
四
番
四

地
先
か
ら

同
郡
同
町
代
ケ
崎
浜
字
影
田
無
番
地
先
ま
で

前

一
〇
・
〇
～

�

二
四
・
五

�

一
一
五
・
〇

後

一
〇
・
〇
～

�

二
六
・
〇

�

一
一
五
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
七
ヶ
浜
多
賀
城
線

三　

道
路
の
区
域
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変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
湊
浜
字
熊
野
七
四
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
湊
浜
字
熊
野
八
三
番
一
地
先
ま
で

前

　

九
・
〇
～

�

九
・
五

�

四
二
・
〇

後

一
二
・
〇
～

�

一
八
・
五

�

四
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鹿
島
台
鳴
瀬
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
松
島
町
竹
谷
字
川
欠
無
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
竹
谷
字
藤
巻
無
番
地
先
ま
で

前

　

八
・
〇
～

�

二
五
・
〇

�

一
七
一
・
〇

後

　

八
・
〇
～

�

二
九
・
五

�

一
七
一
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
清
水
田
浜
尾
崎
三
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
清
水
田
浜
尾
崎
三
三
番
一
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

塩
釜
七
ヶ
浜

多
賀
城
線

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
東
宮
浜
字
一
本
松
一
番
六
地
先
か
ら

同
郡
同
町
東
宮
浜
字
一
本
松
四
番
一
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

塩
釜
七
ヶ
浜

多
賀
城
線

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
代
ケ
崎
浜
字
八
ケ
森
六
四
番
四
地
先
か

ら同
郡
同
町
代
ケ
崎
浜
字
影
田
無
番
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

塩
釜
七
ヶ
浜

多
賀
城
線

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
湊
浜
字
熊
野
七
四
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
湊
浜
字
熊
野
八
三
番
一
地
先
ま
で

令
和
六
年

�

十
一
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

名
取
市
飯
野
坂
東
部
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
増
田
二
丁
目
二
番
二
十
号

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
三
月
十
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ほ
か　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町

三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
七
月
十
七
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ　

東
京
都
品
川
区
大
崎
一－

二

－

一

五　

落
札
金
額　

八
千
八
百
六
十
万
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
六
月
七
日

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
十
一
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
立
高
等
学
校
教
育
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
賃
貸
借
（
四
校
）

　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
教
育
企
画
室　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
十
月
四
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社　

東
京
都

港
区
港
南
二
丁
目
十
五
番
三
号

五　

落
札
金
額　

三
千
九
百
二
十
八
万
八
千
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
八
月
二
十
三
日


